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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail:mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

グレーゾーン解消制度について
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、これまでの事業

のやり方ではなく他のやり方を模索したり、これまでになかっ
た新しい事業を始めようと考えている事業者の方も多いと思い
ます。新規事業や新しいサービス（以下「新事業活動」といいま
す。）を始める際、法令の規制の適用はないと思い込んでいた
り、法令の調査をしてもよく分からないのでとりあえず始めてみ
たけれども、実際には法令の規制に反していたということもあ
ります。すでに始めてから気づいた場合、取引先や顧客とトラブ
ルが生じて信用を失ったり、罰則が科せられかねません。

このような事態を避けるため、予め、新事業活動の具体的な
事業計画に対する法令の規制の適用の有無を確認できるのが、
「グレーゾーン解消制度」です。平成26年から施行された「産
業競争力強化法」に基づくもので、新しい制度ではありません
が、これまでの事業活動からの変化を迫られている業種も多い
現在、積極的に利用すべき制度として紹介します。

事業者がこの制度を利用する際は、新事業活動の事業計画と
確認したい事項を整理し、事業所管省庁に相談の上で照会手続
きを行います。これを受けて、規制所管省庁からの回答が原則１
か月以内に事業所管省庁を経由して、事業者に通知されます。
照会に対する回答として、規制を受けないと判断された場合に
は、新事業活動を適法に実施することが明らかになります。な
お、規制の適用を受けると判断された場合には、「新事業特例
制度」を利用して、規制所管省庁に規制の特例措置を講じても
らうことも考えられます。

グレーゾーン解消制度を上手に利用するポイントは、確認を求
める法令等の条項と確認事項を的確に不足なく記載することで

す。この制度を利用して確認されるのは、照会のあった法令に基
づく規制の適用の有無に限定されています。したがって、新事業
活動が全ての法令に違反せず、合法であることが確認されるわ
けではありません。確認を求める法令等の条項と確認事項が的
外れであったり、不足していると、この制度を利用した意味がな
くなってしまいます。事業者自身では、どの法令が関係するのか
分からないような場合には、弁護士等の専門家に相談をした上
で、照会手続きを行うことも必要です。

実際にあったグレーゾーン解消制度の活動実績が各省庁の
ホームページに掲載されています。
グレーゾーン解消制度は、事業者が安心して新事業活動を実

施できるよう後押しすることを目的として作られた制度ですの
で、新たなことに挑戦しようと考えている方は積極的に利用をご
検討ください。

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで各地域で対応
しており、企業顧問は千葉県を中心に50社担当しています。お気軽に、お近
くの事務所へご相談ください。

【かしま法律事務所】
所属弁護士：齋藤　碧（さいとう  みどり）

山形大学人文学部総合政策科学科卒業、大阪大学大学院高等
司法研究科修了後、弁護士登録（茨城県弁護士会）。
主に、交通事故、労災事故、債務整理、過払い金回収、相続、

離婚、中小企業法務（労務問題）を中心に活動を行う。趣味は物を作ること、読書、音楽
鑑賞。

プロフィール



昨年末の話題ですが、誕生石が63年ぶりに追加されたというニュースをご存知でしょう
か？生まれ月ごとに種類が定められている「誕生石」ですが、月と石が結び付けられるように
なったのは18世紀頃、ポーランドの宝石商が考案したとのこと。その後日本では1958年に制
定され、今ではご自身の誕生石が何かをご存知の方も多いのではないでしょうか。その誕生石
が昨年12月下旬に新しく10石追加されました。
全国宝石卸商共同組合によると、追加理由の一つとして、コロナ渦によりジュエリー業界が

痛手を受けているとして、誕生石改訂により消費者の選択の幅が広がり、宝石への関⼼を⾼
めていただきたいという願いも込めているとのこと。選定基準は、〈１〉硬さ〈２〉流通量〈３〉
誕生月にふさわしい理由の三つを基準とし30石を選定。そこから約２年かけ、一般社団法人
日本ジュエリー協会などとも協議を重ねたうえで、10石が追加されたそうです。
ちなみに3月の誕生石は既存の「アクアマリン」と「サンゴ」に今回新たに「ブラッドストー

ン」と「アイオライト」が追加されました。追加された誕生石について石言葉と合わせて調べてみるのも面白そうです。

編集後記

交通事故解決事例

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

事案
飲食業を営むＨさんは、自転車優先道路を自転車で走行して

いたところ、前方の前記道路上に加害者車両が駐車されていた
ため、当該車両を回避するため、当該車両の右脇を通過しよう
としました。すると、運転席側のドアが突然開き、Ｈさんの顔面
にドアが突き刺さる形で接触、Ｈさんは転倒しました（以下「本
件事故」といいます）。本件事故により、Ｈさんは左頬部挫創等
の傷害を負いました。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

Ｈさんにも０～１０％の過失があると考えられます。過失割合
の検討には、裁判例等から事故類型により過失割合を基準化した
『別冊判例タイムズＮｏ．３８』（以下「判タ」といいます）を用い
ます。事故類型から基本過失割合を確認し、基本的過失割を変動
させる修正要素があれば適宜修正し、本件事故の過失割合を導き
ます。判タによれば、本件事故の基本的過失割合は１０（単車）：
９０（四輪車）でした。
次に、基本的過失割合を変動させる修正要素を検討すると、本

件では、①単車ではなく、自転車であること（適宜減算）、②直前ド
ア開放（－１０％）があったことが修正要素として考えられました。
したがって、修正後過失割合は０：１００になり得る事故といえま
す。
そこで、本件では、前記①及び②を主張して、過失割合０：１００

を主張しました。これに対し、相手方保険会社は、②直前ドア開放
を否定、他の修正要素（＋１０％）を主張して、過失割合を争いまし
た。
意見が折り合わなければ訴訟で解決することになります。しか

し、Ｈさんとしては、後述のとおり訴訟には消極的でした。そのた
め、結論としては、物損に関し０：９０、人損に関し１０：９０で和解
することになりました。

請求できる可能性があります。顔面部に長さ３ｃｍ以上の線状

Ｈさんにも過失はありますか。

醜状障害として１２級が認定されました。逸失利益は請
求できますか。

Q

Q

痕が残った場合、後遺障害１２級に認定されます。Ｈさんは、３か
月治療を続けましたが、左頬部に長さ約４０ｍｍの線状痕が残り、
１２級に認定されました。
本件でいう逸失利益とは、醜状がなければ得られたであろう収

入のことをいいます。すなわち、醜状が原因で、Ｈさんのお店の売
上が下がる場合の、収入の減少分が逸失利益となります。
もっとも、醜状が原因で収入が下がったとする因果関係はあい

まいで、裁判例上、逸失利益は認められたり認められなかったりし
ているのが現状です。実務上は、①醜状痕のために労働能力に直
接的な影響を及ぼすおそれがある場合（配置転換による減給等）
は逸失利益を認める、②直接的な影響は認め難いが、間接的に労
働能力に影響を及ぼすおそれがある場合（対人関係等が消極的に
なるなど）には、慰謝料を増額する、③①②のいずれでもない場合
には、慰謝料の増額もないとの考えがあります。
本件では、Ｈさんが飲食業を営んでおり、自らカウンターに立っ

て接客をしていることから、前記①にあたるとして、逸失利益を主
張しました。これに対し、相手方保険会社は、前記③を主張し、これ
を争いました。
そこで、逸失利益についても訴訟での解決を検討しましたが、Ｈ

さんとしては、実際には醜状が原因での売上減少はなく、訴訟提起
にも精神的負担を感じるとのことから、訴訟での解決は断念しま
した。そこで、本件では、前記②を主張し、慰謝料を１００万円増額
させることで和解を成立させました。

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対
応しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間800件を
超える実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談くださ
い。
※2021年1月1日～12月31日

【津田沼法律事務所】
所属弁護士：永井　龍（ながい　りゅう）

立教大学法学部卒業、法政大学法科大学院修了。弁護士登録
以降、東京都内の弁護士事務所で一般民事や家事事件などの
分野で執務。現在は津田沼事務所で活動。趣味は写真撮影、

好きな言葉は「正直」。

プロフィール


